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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則 

の一部を改正する省令案等の概要 

 

令和７年２月 

経済産業省 資源エネルギー庁 

省エネルギー・新エネルギー部 

新エネルギー課 

 

Ⅰ．趣旨 

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（平成２３年法律第１０８号。

以下「法」という。）について、調達価格等算定委員会において、令和７年２月３日に、「令

和７年度以降の調達価格等に関する意見」が取りまとめられた。当該意見を尊重し、また、

その他関連する審議会等における検討状況を踏まえ、資源エネルギー庁では、再生可能エネ

ルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則（平成２４年経済産業省令第４６号。

以下「施行規則」という。）等の関係省令及び告示の改正に向けた検討を行った。これらの

内容に関し、広く国民の皆様から御意見を募るべく、省令及び告示の改正案について意見公

募手続を行う。 

 

Ⅱ．概要 

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則（平成２４年経済産業省

令第４６号）の一部改正 

 

第３条 再生可能エネルギー発電設備の区分等 

○ 建築物の屋根に設ける太陽光発電設備（以下「屋根設置太陽光発電設備」という。）につ

いて、以下の区分等に改める。 

① 出力が１０ｋＷ以上５０ｋＷ未満のもの 

② 出力が５０ｋＷ以上２５０ｋＷ未満のもの 

③ 出力が２５０ｋＷ以上５００ｋＷ未満のもの 

④ 出力が５００ｋＷ以上１，０００ｋＷ未満のもの 

⑤ 出力が１，０００ｋＷ以上のもの 

 

第４条の２の３ 法第９条第２項第７号の経済産業省令で定める措置 

○ 認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業に関する説明会の開催が必要な場合は、

以下の場合とする。 

① 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の設置の場所が⑴から⑶まで

に掲げる区域（②において「特定区域」という。）のいずれかに属する場合 

⑴ 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画の実施に第４条の２第

２項第７号の２イからホまでに掲げる許可等の処分が必要となる区域 

⑵ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２

年法律第５７号）第７条第１項により指定された土砂災害警戒区域その他急傾
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斜地の崩壊等が発生するおそれがある区域 

⑶ 自然環境の保全又は良好な景観の保全を目的として条例により指定された地域 

② 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の設置の場所が特定区域に属

しない場合であって、⑴又は⑵のいずれかに該当する場合（認定事業者が第８条の

２に規定する重要な事項を変更しようとする場合（当該再生可能エネルギー発電設

備が太陽光発電設備である場合に限る。）であって、当該認定事業者又は当該認定事

業者と資本関係等において密接な関係を有する者（以下「密接関係者」という。）が、

太陽光発電設備を用いて電気を発電する事業（以下「太陽光発電事業」という。）を

特に長期的かつ安定的に実施することが見込まれる者（以下「長期安定適格太陽光

発電事業者」という。）として経済産業大臣の認定を受けている者である場合を除

く。） 

⑴ 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の出力が５０ｋＷ以上であ

る場合 

⑵ 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の出力が５０ｋＷ未満であ

る場合であって、申請者又は当該申請者の密接関係者が当該設備に係る再生可

能エネルギー発電事業を実施する場所の敷地境界線からの水平距離が１００ｍ

以内の範囲に設置し、又は設置しようとする他の再生可能エネルギー発電設備

（法第９条第１項の申請又は同条第４項の認定に係るものであって、第４条の

２の２に定める要件に該当するものに限る。）の出力と、当該再生可能エネル

ギー発電設備の出力との合計が５０ｋＷ以上の場合 

○ 説明会の開催時期について、説明会に出席する周辺地域の住民がいなかった場合におけ

る第４条の２の３第２項第７号の規定の適用については、同号イ、ロ、ニ及びホ中「申

請の日の３月前」とあるのは、「申請の日」とする。 

 

第４条の２の４ 長期安定適格太陽光発電事業者の認定 

○ 長期安定適格太陽光発電事業者の認定（以下「適格認定」という。）について、以下のと

おり定める。 

① 適格認定の申請は、所定の様式による申請書を提出して行う。 

② 経済産業大臣は、①の申請があったときは、申請者が⑴から⑸までのいずれにも適

合し、かつ、申請者を密接関係者とする者が⑴及び⑵に適合すると認められる場合

に限り、当該申請に係る適格認定をする。 

⑴ 再生可能エネルギー発電設備を用いて再生可能エネルギー電気を発電する事業

を営むに当たって、関係法令（条例を含む。⑶において同じ。）の規定を遵守

するものであること。 

⑵ ㈠から㈢までのいずれにも該当しないこと。 

㈠ 法第１５条の規定により法第９条第４項の認定（法第１０条第１項の変更

又は追加の認定を含む。）を取り消され、その取消しの日から２年を経過し

ない者 

㈡ 法第１５条の６第１項の規定による命令を受けている者 

㈢ 法第１３条の規定による命令を受けた者であって、当該命令に係る違反の

改善に必要な措置をとっていないもの 
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⑶ 再生可能エネルギー発電設備を用いて再生可能エネルギー電気を発電する事業

を円滑かつ確実に実施するために必要な関係法令の規定を遵守するための体制

を有すること。 

⑷ 太陽光発電事業を特に長期的かつ安定的に実施することに関する目標を定めて

いること。 

⑸ 太陽光発電事業を特に長期的かつ安定的に実施するために必要な能力及び経験

を有すること。 

③ 経済産業大臣は、⑴から⑶までのいずれかに該当するときは、適格認定を取り消す

ことができる。 

⑴ 適格認定を受けた者が②⑴から⑸までのいずれかに適合しなくなったと認める

とき 

⑵ 適格認定を受けた者を密接関係者とする者が②⑴又は⑵に適合しなくなったと

認めるとき 

⑶ 適格認定を受けた者が偽りその他不正の手段により当該適格認定を受けたこと

が判明したとき。 

④ 経済産業大臣は、適格認定又はその取消しをしたときは、速やかにその旨を公表す

る。 

 

様式関係 

○ 上記の施行規則の改正に伴い、長期安定適格太陽光発電事業者認定申請書の新設、再生

可能エネルギー発電事業計画認定申請書の改正等を行う。 

 

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の規定に基づき基準価格等、調達

価格等及び解体等積立基準額を定める件（平成２９年経済産業省告示第３５号）の一部改正 

 

Ⅰ 定義 

○ 「発電側託送供給料金に相当する額」の定義規定中、（２）の表を以下のように改める。 

再生可能エネルギー発電設備の区分等 乗じるべき率 除すべき率 

風力発電設備（洋上

風力発電設備を除

く。） 

法第９条第４項の認定

の日が令和７年３月３

１日以前に属するもの 

０．９７５ 

０．２８０ 

法第９条第４項の認定

の日が令和７年４月１

日以降に属するもの 

０．２９１ 

洋上風力発電設備 ０．３００ 

○ この告示において「特定物価変動率」とは、①の期間における次の表の⑴から⑻までご

との指数等の欄に掲げる数値に対する②の期間における当該数値の比率にそれぞれ同

表の乗じるべき率を乗じて得た比率を合計して得られる比率に九十八分の百を乗じて

得た比率をいうものとする。 
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① 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律（平

成３０年法律第８９号。以下「再生可能エネルギー海域利用法」という。）第１３条

第６項（同条第７項において準用する場合を含む。）の規定により経済産業大臣及び

国土交通大臣が公示する公募占用指針（以下「公募占用指針」という。）に基づく公

募の開始の日（以下「公募開始日」という。）の属する月の前月までの１年間 

② 再生可能エネルギー海域利用法第１３条第２項第１０号に規定する選定事業者（以

下「選定事業者」という。）が提出した公募占用計画に記載された電気事業法（昭和

３９年法律第１７０号）第４８条第１項に規定する工事の計画の届出予定日の属す

る月の前月までの１年間 

 指数等 乗じるべき率 

⑴  日本銀行が統計法（平成１９年法律第５３号）第２５条の規定

により届け出て行う統計調査の結果に基づき作成する企業物価

指数（以下「企業物価指数」という。）のうち鉄鋼に係る国内物

価指数（②の期間における数値として参照する場合にあっては、

当該数値に②の期間と①の期間の外国為替及び外国貿易法（昭

和２４年法律第２２８号）第７条第１項に規定する裁定外国為

替相場（以下「裁定外国為替相場」という。）により１ユーロを

本邦通貨に換算した額の比率を乗じて得た数値） 

０．１３７５ 

⑵ 毎月勤労統計調査の結果に基づき作成する事業所規模５人以上

の製造業の現金給与総額に係る季節調整済指数（②の期間にお

ける数値として参照する場合にあっては、当該数値に②の期間

と①の期間の裁定外国為替相場により１ユーロを本邦通貨に換

算した額の比率を乗じて得た数値） 

０．１３７５ 

⑶ 企業物価指数のうち産業用電気機器に係る国内物価指数（②の

期間における数値として参照する場合にあっては、当該数値に

②の期間と①の期間の裁定外国為替相場により１ユーロを本邦

通貨に換算した額の比率を乗じて得た数値） 

０．１３７５ 

⑷ 企業物価指数のうちＡ重油に係る国内物価指数と企業物価指数

のうちＢ重油・Ｃ重油に係る国内物価指数の平均値 

０．１３７５ 

⑸ 港湾・漁港に係る国土交通省が作成する建設工事に係る費用を

特定の年度を基準とするものに変換するための指標（⑹におい

て「建設工事費デフレーター」という。） 

０．２０００ 

⑹ 電力に係る建設工事費デフレーター ０．１２００ 

⑺ 企業物価指数のうち鉄鋼に係る国内物価指数 ０．０６００ 

⑻ 企業物価指数のうち電力・通信用メタルケーブルに係る国内物

価指数 

０．０５００ 

※ 公募開始日が令和７年３月３１日以前の場合であって、選定事業者が再生可能エネル

ギー海域利用法第１８条第２項に基づく公募占用計画の変更の認定（同法第１３条第

２項第６号に規定する公募の参加者が提供すべき保証金の額並びにその提供の方法

及び期限その他保証金に関する事項に係る変更に限る。）を受けたときの①の期間は、
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当該変更の認定を申請した日の属する月の前月までの１年間とする。 

○ この告示において「特定物価調整率」とは、以下の場合に応じてそれぞれ定める比率に

１０００分の６８６を乗じて得た比率に１０００分の３１４を加えて得た比率をいう

ものとする。 

① 特定物価変動率が１以上の場合 特定物価変動率（特定物価変動率が１００分の１

４０又は公募占用指針に記載された特定物価変動限度範囲の上限となる比率を上回

る場合にあっては、１００分の１４０又は当該特定物価変動限度範囲の上限となる

比率のいずれか小さい比率）から１００分の１を控除して得られる比率 

② 特定物価変動率が１未満の場合 特定物価変動率（特定物価変動率が１００分の６

０又は公募占用指針に記載された特定物価変動限度範囲の下限となる比率を下回る

場合にあっては、１００分の６０又は当該特定物価変動限度範囲の下限となる比率

のいずれか大きい比率）に１００分の１を加えて得られる比率 

 

Ⅱ 令和７年度以降の調達価格等及び基準価格等 

○ 令和７年度以降の調達価格等及び基準価格等について、次の表のとおり定める。入札対

象区分等として指定されるものは、応札額を調達価格又は基準価格として採用する方式

（pay as bid 方式）により調達価格又は基準価格を決定することを定める。（なお、灰

色塗りとしている箇所は、既に調達価格等又は基準価格等を決定済のものである。） 

再生可能エネルギー発電設備 

の区分等 

価格決定日が属する年度

に適用される調達価格又

は基準価格（／ｋＷｈ）
※１※２ 

調達期間又

は交付期間 

令和７

年度 

令和８

年度 

令和９

年度 

太

陽

光

発

電

設

備 
※

３ 

※

４ 

１０ｋＷ未満 ※５ ※５ － １０年間 

屋

根

設

置

以

外 

１０ｋＷ以

上５０ｋＷ

未満 

法第９条第４項の認定

の日が令和２年４月１

日から令和９年３月３

１日までの間に属する

もの 

１０円 
９．９

円 
－ ２０年間 

法第９条第４項の認定

の日が令和２年３月３

１日以前に属するもの

（地域活用要件に係る

認定基準を満たさない

もの） 

８．９

円 

８．６

円 
－ ２０年間 
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法第９条第４項の認定

の日が令和２年３月３

１日以前に属するもの

（地域活用要件に係る

認定基準を満たすも

の） 

１０円 
９．９

円 
－ ２０年間 

５０ｋＷ以上（入札対象を除く。） 
８．９

円 

８．６

円 
－ ２０年間 

屋根設置 ※６ ※６ － ２０年間 

入札対象 
落札価

格 

落札価

格 
－ ２０年間 

風

力

発

電

設

備 

陸上風力発電設備（入札対象及びリプレ

ース案件を除く。） 
１３円 １２円 

１１．

８円 
２０年間 

陸上風力発電設備（入札対象） 
落札価

格 

落札価

格 

落札価

格 
２０年間 

洋上風力発電設備（着床式）※７ 
落札価

格 

落札価

格 
－ ２０年間 

洋上風力発電設備（浮体式）※７ ３６円 ３６円 ２０年間 

陸上風力発電設備（リプレース案件） １２円 － － ２０年間 

水

力

発

電

設

備 

２００ｋＷ未満 ３４円 ３４円 ２０年間 

２００ｋＷ未満（特定水力発電設備） ２５円 ２５円 ２０年間 

２００ｋＷ以上１,０００ｋＷ未満 ２９円 ２９円 ２０年間 

２００ｋＷ以上１,０００ｋＷ未満（特定

水力発電設備） 
２１円 ２１円 ２０年間 

１,０００ｋＷ以上５,０００ｋＷ未満 ２３円 ２３円 － ２０年間 

１,０００ｋＷ以上５,０００ｋＷ未満

（特定水力発電設備） 
１４円 １４円 － ２０年間 

５,０００ｋＷ以上３０,０００ｋＷ未満 １６円 １６円 － ２０年間 

５,０００ｋＷ以上３０,０００ｋＷ未満

（特定水力発電設備） 
９円 ９円 － ２０年間 

バ

イ

オ

マ

ス

発

電

バイオマスを発酵させることによって得

られるメタンを電気に変換する設備 
３５円 ３５円 － ２０年間 

森林における立

木竹の伐採又は

間伐により発生

する未利用の木

質バイオマス

２,０００ｋＷ未満 ４０円 ４０円 － ２０年間 
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設

備 

（輸入されたも

の及び石炭を原

料とする燃料を

混焼させるもの

を除く。）を電

気に変換する設

備 

２,０００ｋＷ以上 ３２円 ３２円 － ２０年間 

木質バイオマス

又は農産物の収

穫に伴って生じ

るバイオマスの

うち固体である

もの（石炭を原

料とする燃料を

混焼させるもの

を除く。）を電

気に変換する設

備 

１０,０００ｋＷ未満 ２４円 ２４円 － ２０年間 

建設資材廃棄物（石炭を原料とする燃料

を混焼させるものを除く。）を電気に変換

する設備 

１３円 １３円 － ２０年間 

一般廃棄物・その他のバイオマス（石炭

を原料とする燃料を混焼させるものを除

く。）を電気に変換する設備 

１７円 １７円 － ２０年間 

※１ 当該設備に係る認定事業者が適格請求書発行事業者である場合、調達価格は、表に

記載の額に消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額とする。 

※２ 令和６年４月１日以降に法第９条第４項の認定を受けた場合（一般送配電事業託送

供給等約款料金算定規則（平成２８年経済産業省令第２２号）第１条第２項第３号

に規定する発電側託送供給料金の対象となるものに限る。）であって、最大受電電

力量が１０ｋＷ以上である場合にあっては、発電側託送供給料金に相当する額を加

えた額とする。 

※３ 市場取引等により再生可能エネルギー電気を供給する場合であって、当該設備とと

もに設置される蓄電池に係る変更の認定（当該設備に係る太陽電池の合計出力が当

該設備の出力よりも大きい場合であって、蓄電池を当該設備に係る逆変換装置より

も太陽電池側に新設又は増設する変更（当該蓄電池が電気事業者に供給する電気の

量を的確に計測できる構造である場合であって当該電気の供給にあたり供給促進

交付金の交付を受けない場合又は令和４年４月１日以降に新たに法第９条第４項

の認定を受けた場合を除く。)の認定に限る。）の場合に適用される基準価格は、当

該変更の認定前に当該設備に適用されていた基準価格に次の表の当該設備に係る

過積載率（当該設備に係る太陽電池の合計出力を当該設備の出力で除した割合をい
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い、小数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入したものをいう。以

下同じ。）に応じてそれぞれ同表のＡ欄に掲げる率を乗じた額に、再生可能エネル

ギー発電設備の区分等に応じて掲げる基準価格にそれぞれ同表のＢ欄に掲げる率

を乗じた額を加えて得た額とする。 

当該設備に係る過積載率 Ａ欄 Ｂ欄 

１０５％以下 １．００００ ０．００００ 

１０５％超１１０％以下 １．００００ ０．００００ 

１１０％超１１５％以下 １．００００ ０．００００ 

１１５％超１２０％以下 ０．９９９６ ０．０００４ 

１２０％超１２５％以下 ０．９９８７ ０．００１３ 

１２５％超１３０％以下 ０．９９６７ ０．００３３ 

１３０％超１３５％以下 ０．９９３３ ０．００６７ 

１３５％超１４０％以下 ０．９８８５ ０．０１１５ 

１４０％超１４５％以下 ０．９８１８ ０．０１８２ 

１４５％超１５０％以下 ０．９７３６ ０．０２６４ 

１５０％超１５５％以下 ０．９６３８ ０．０３６２ 

１５５％超１６０％以下 ０．９５３２ ０．０４６８ 

１６０％超１６５％以下 ０．９４１８ ０．０５８２ 

１６５％超１７０％以下 ０．９３００ ０．０７００ 

１７０％超１７５％以下 ０．９１７８ ０．０８２２ 

１７５％超１８０％以下 ０．９０５７ ０．０９４３ 

１８０％超１８５％以下 ０．８９３５ ０．１０６５ 

１８５％超１９０％以下 ０．８８１５ ０．１１８５ 

１９０％超１９５％以下 ０．８６９５ ０．１３０５ 

１９５％超２００％以下 ０．８５７８ ０．１４２２ 

２００％超２０５％以下 ０．８４６２ ０．１５３８ 

２０５％超２１０％以下 ０．８３４６ ０．１６５４ 

２１０％超２１５％以下 ０．８２３２ ０．１７６８ 

２１５％超２２０％以下 ０．８１２０ ０．１８８０ 

２２０％超２２５％以下 ０．８０１０ ０．１９９０ 

２２５％超２３０％以下 ０．７９０２ ０．２０９８ 

２３０％超２３５％以下 ０．７７９７ ０．２２０３ 

２３５％超２４０％以下 ０．７６９４ ０．２３０６ 

２４０％超２４５％以下 ０．７５９３ ０．２４０７ 

２４５％超２５０％以下 ０．７４９４ ０．２５０６ 

２５０％超２５５％以下 ０．７３９８ ０．２６０２ 

２５５％超２６０％以下 ０．７３０４ ０．２６９６ 

２６０％超２６５％以下 ０．７２１２ ０．２７８８ 
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２６５％超２７０％以下 ０．７１２３ ０．２８７７ 

２７０％超２７５％以下 ０．７０３５ ０．２９６５ 

２７５％超２８０％以下 ０．６９５０ ０．３０５０ 

２８０％超２８５％以下 ０．６８６７ ０．３１３３ 

２８５％超２９０％以下 ０．６７８６ ０．３２１４ 

２９０％超２９５％以下 ０．６７０７ ０．３２９３ 

２９５％超３００％以下 ０．６６３０ ０．３３７０ 

３００％超３０５％以下 ０．６５５５ ０．３４４５ 

３０５％超３１０％以下 ０．６４８１ ０．３５１９ 

３１０％超３１５％以下 ０．６４０９ ０．３５９１ 

３１５％超３２０％以下 ０．６３３８ ０．３６６２ 

３２０％超３２５％以下 ０．６２６９ ０．３７３１ 

３２５％超３３０％以下 ０．６２０２ ０．３７９８ 

３３０％超３３５％以下 ０．６１３６ ０．３８６４ 

３３５％超３４０％以下 ０．６０７１ ０．３９２９ 

３４０％超３４５％以下 ０．６００７ ０．３９９３ 

３４５％超３５０％以下 ０．５９４５ ０．４０５５ 

３５０％超３５５％以下 ０．５８８４ ０．４１１６ 

３５５％超３６０％以下 ０．５８２４ ０．４１７６ 

３６０％超３６５％以下 ０．５７６５ ０．４２３５ 

３６５％超３７０％以下 ０．５７０８ ０．４２９２ 

３７０％超３７５％以下 ０．５６５２ ０．４３４８ 

３７５％超３８０％以下 ０．５５９７ ０．４４０３ 

３８０％超３８５％以下 ０．５５４３ ０．４４５７ 

３８５％超３９０％以下 ０．５４８９ ０．４５１１ 

３９０％超３９５％以下 ０．５４３７ ０．４５６３ 

３９５％超４００％以下 ０．５３８６ ０．４６１４ 

４００％超４０５％以下 ０．５３３６ ０．４６６４ 

４０５％超４１０％以下 ０．５２８７ ０．４７１３ 

４１０％超４１５％以下 ０．５２３９ ０．４７６１ 

４１５％超４２０％以下 ０．５１９１ ０．４８０９ 

４２０％超４２５％以下 ０．５１４５ ０．４８５５ 

４２５％超４３０％以下 ０．５０９９ ０．４９０１ 

４３０％超４３５％以下 ０．５０５４ ０．４９４６ 

４３５％超４４０％以下 ０．５０１１ ０．４９８９ 

４４０％超４４５％以下 ０．４９６７ ０．５０３３ 

４４５％超４５０％以下 ０．４９２５ ０．５０７５ 

４５０％超４５５％以下 ０．４８８３ ０．５１１７ 
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４５５％超４６０％以下 ０．４８４２ ０．５１５８ 

４６０％超４６５％以下 ０．４８０２ ０．５１９８ 

４６５％超４７０％以下 ０．４７６２ ０．５２３８ 

４７０％超４７５％以下 ０．４７２３ ０．５２７７ 

４７５％超４８０％以下 ０．４６８５ ０．５３１５ 

４８０％超４８５％以下 ０．４６４７ ０．５３５３ 

４８５％超４９０％以下 ０．４６１０ ０．５３９０ 

４９０％超４９５％以下 ０．４５７３ ０．５４２７ 

４９５％超５００％以下 ０．４５３７ ０．５４６３ 

５００％超 当該設備の出力を太陽電

池の合計出力で除して得

られる率 

太陽電池の合計出力から

当該設備の出力を控除し

た値を太陽電池の合計出

力で除して得られる率 

※４ 令和６年度以降に法第１０条第１項の変更の認定（太陽電池の合計出力を増加させ

る変更であって当該増加が３ｋＷ以上であるもの又は当該合計出力を３％以上増

加させるもの（当該設備の出力が１０ｋＷ未満の場合又は当該設備の出力を増加さ

せる場合を除く。）に限る。）を受けた場合には、増設等に係る部分以外に適用する

調達価格又は基準価格は、当該変更の認定前に当該設備に従前適用されていた調達

価格又は基準価格とし、当該増設等に係る部分には、再生可能エネルギー発電設備

の区分等の欄に応じてそれぞれ調達価格又は基準価格の欄に掲げる価格を適用す

る。 

※５ 価格決定日が令和７年４月１日から令和７年９月３０日までの間に属する１０ｋ

Ｗ未満の太陽光発電設備の調達価格は１５円とする。価格決定日が令和７年１０月

１日から令和９年３月３１日までの間に属する１０ｋＷ未満の太陽光発電設備に

ついては、調達期間が終了する日から起算して６年前の日以降の期間の調達価格は

８．３円、残りの期間の調達価格は２４円とする。 

※６ 価格決定日が令和７年４月１日から令和７年９月３０日までの間に属する屋根設

置太陽光発電設備の調達価格又は基準価格は１１．５円とする。価格決定日が令和

７年１０月１日から令和９年３月３１日までの間に属する屋根設置太陽光発電設

備については、調達期間又は交付期間が終了する日から起算して１５年前の日以降

の期間の調達価格又は基準価格は８．３円、残りの期間の調達価格又は基準価格は

１９円とする。 

※７ 選定事業者が提出した公募占用計画に関する風力発電設備を除く。当該風力発電設

備に適用される基準価格は、選定事業者の提出に係る公募占用計画に記載された供

給価格とし、その交付期間は２０年間とする。ただし、当該風力発電設備に係る特

定物価変動率が１００分の９９以下又は１００分の１０１以上である場合にあっ

ては、選定事業者の提出に係る公募占用計画に記載された供給価格に当該特定物価

変動率に係る特定物価調整率を乗じて得た額とする。 

 

Ⅲ 価格決定日等 
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○ 価格決定日等について、以下のとおり定める。 

① 太陽光発電設備、風力発電設備、水力発電設備及びバイオマス発電設備（②の設備

を除く。）については、現行の価格決定日を令和７年度以降の調達価格等又は基準価

格等の価格決定日として適用する。 

② 風力発電設備（選定事業者が提出した公募占用計画に関するものに限る。）について

は、⑴又は⑵の日のうちいずれか遅い日を令和７年度以降の調達価格等又は基準価

格等の価格決定日として適用する。 

⑴ 当該公募占用計画に係る公募開始日 

⑵ 選定事業者が再生可能エネルギー海域利用法第１８条第２項に基づく公募占用

計画（当該公募占用計画に係る公募開始日が令和７年３月３１日以前のものに

限る。）の変更の認定（同法第１３条第２項第６号に規定する公募の参加者が提

供すべき保証金の額並びにその提供の方法及び期限その他保証金に関する事項

に係る変更の認定に限る。）を受けた日 

※１ 令和７年度以降に法第１０条第１項の変更の認定を受けた再生可能エネルギー発

電設備（入札対象区分に該当するものに限る。）に適用する調達価格又は基準価格

について、現行の適用方法を維持する。 

※２ 平成２４年度から平成２８年度までに認定を受け、運転を開始していない太陽光発

電設備（平成２８年７月３１日までに接続契約を締結した１０ｋＷ以上のものに限

る。）については、上記の規定にかかわらず、系統連系工事着工申込みの受領の日

が令和７年４月１日から令和８年３月３１日までの間に属する場合は、令和５年１

０月１日から令和６年３月３１日までの調達価格を適用する（令和６年度以降に法

第１０条第１項の変更の認定を受け、令和６年度以降の調達価格が適用されている

場合を除く。）。 

 

Ⅳ 解体等積立基準額 

○ 令和８年度の太陽光発電設備の解体等積立基準額について、下表のとおり定める。 

再生可能エネルギー発電設備 

の区分等 

価格決定日が属する年度に 

適用される解体等積立基準額 

（／ｋＷｈ） 

屋根設置以外 
１０ｋＷ以上５０ｋＷ未満 ０．６０円 

５０ｋＷ以上（入札対象を除く。） ０．６２円 

入札対象 ０．６２円 

屋根設置 １．１２円 

※ 令和６年度以降に法第１０条第１項の変更の認定（太陽電池の合計出力を増加させる

変更であって当該増加が３ｋＷ以上であるもの又は当該合計出力を３％以上増加さ

せるもの（当該設備の出力が１０ｋＷ未満の場合又は当該設備の出力を増加させる場

合を除く。）に限る。）を受けた場合には、増設等に係る部分以外に適用する解体等積

立基準額は、当該変更の認定前に当該設備に従前適用されていた解体等積立基準額と
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し、当該増設等に係る部分には、再生可能エネルギー発電設備の区分等の欄に応じて

それぞれ解体等積立基準額の欄に掲げる額を適用する。 

 

電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の効率的な利用を促進するた

め誘導すべき再生可能エネルギー電気の価格の水準に関する目標（平成２９年経済産業省

告示第３６号）の全部改正 

 

１ 定義 

○ この告示において「電源自立化」とは、再生可能エネルギー電気の市場取引等による供

給を促進するための交付金その他の特別の措置が講じられない場合にあっても、市場取

引等による売電収入、自家消費による便益、環境価値その他の再生可能エネルギー発電

設備を用いて発電する事業の実施により得られる収入又は便益により当該事業の実施

が可能となる水準まで、当該事業の実施に必要な費用が低減し、もって当該事業への新

規投資が進展する状況をいうものとする。 

 

２ 再生可能エネルギー電気の価格の水準に関する目標 

○ 電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の効率的な利用を促進する

ため誘導すべき再生可能エネルギー電気の価格の水準に関する目標について、以下のと

おり定める。 

① 太陽光発電設備は、令和１０年に電源自立化を達成することを目指す。 

② 陸上風力発電設備は、令和１２年に電源自立化を達成することを目指す。 

③ 着床式洋上風力発電設備は、令和１７年に電源自立化を達成することを目指す。 

④ 浮体式洋上風力発電設備、水力発電設備（出力が３０，０００ｋＷ未満のものに限

る。）、地熱発電設備及びバイオマス発電設備は、中長期的な電源自立化を達成する

ことを目指す。 

 

入札対象として指定をする再生可能エネルギー発電設備の区分等における入札の実施に関

する指針（平成３０年経済産業省告示第５３号）の一部改正 

 

Ⅰ 入札の実施に関する基本的考え方 

○ 令和７年度は、太陽光発電設備については年４回（第２４回（第１四半期）・第２５回

（第２四半期）・第２６回（第３四半期）・第２７回（第４四半期））、陸上風力発電設備

については年１回（第５回（下期））、着床式洋上風力発電（再エネ海域利用法適用外）

については年１回（第４回（下期））、バイオマス発電設備については年１回（第８回（下

期））の実施とする。陸上風力発電設備については、入札容量が１．２ＧＷを超えた場合、

同年度内に追加の入札を実施する。 

 

Ⅱ 入札量 

○ 太陽光発電設備（第２４回）は、７９ＭＷとし、太陽光発電設備（第２５回～第２７回）

は、①から③までのとおりとする。 
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① 前回入札において、応札量が７９ＭＷ未満となった場合は、７９ＭＷとする。 

② 前回入札において、応札量が７９ＭＷ以上入札量未満となった場合は、前回入札に

おける応札量とする。 

③ 前回入札において、応札量が入札量以上となった場合は、前回入札における応札量

に、応札量と落札量の差分の量の５５％を加えた量とする。 

○ 陸上風力発電設備（第５回）は、９００ＭＷとする（追加の入札を実施する場合にあっ

ては、その入札量は、第５回入札において非落札となった容量の４０％とする）。 

○ 着床式洋上風力発電設備（再エネ海域利用法適用外）（第４回）は、１９０ＭＷとする。 

○ バイオマス発電設備（第８回）は、３０ＭＷとする。ただし、供給価格上限額を超えな

い供給価格の入札参加者を低価の者から順に並べた際に出力の合計が３０ＭＷを上回

った場合には、最も低価の者からその最初に上回った者までの出力の合計量（当該合計

量が１４０ＭＷを上回る場合にあっては、１４０ＭＷ）とする。 

 

Ⅲ 供給価格上限額 

○ 太陽光発電設備の第２４回は８．９０円／ｋＷｈ、第２５回は８．８３円／ｋＷｈ、第

２６回は８．７５円／ｋＷｈ、第２７回は８．６８円／ｋＷｈとする。 

○ 陸上風力発電設備（第５回）は１３円／ｋＷｈとする（追加の入札を実施する場合にあ

っては、その供給価格上限額は、第５回入札の加重平均落札価格又は１２円／ｋＷｈの

いずれか高い額とする）。 

○ 着床式洋上風力発電設備（再エネ海域利用法適用外）（第４回）及びバイオマス発電設備

（第８回）については、非公表とし、入札募集開始の日までに設定することとする。 

 

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第三条第一項に規定する特定

調達対象区分等を指定する件（令和４年経済産業省告示第７０号）の一部改正 

 

○ 法第９条第４項の認定の日が令和７年４月１日から令和８年３月３１日までの間に属

する場合における特定調達対象区分等について、以下の区分等を追加する。 

① １０ｋＷ未満の太陽光発電設備 

② １０ｋＷ以上５０ｋＷ未満の太陽光発電設備 

③ ５０ｋＷ以上２５０ｋＷ未満の太陽光発電設備 

④ １０ｋＷ以上５０ｋＷ未満の屋根設置太陽光発電設備 

⑤ ５０ｋＷ以上２５０ｋＷ未満の屋根設置太陽光発電設備 

○ 法第９条第４項の認定の日が令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの間に属

する場合における特定調達対象区分等について、以下の区分等を追加する。 

① １０ｋＷ未満の太陽光発電設備 

② １０ｋＷ以上５０ｋＷ未満の太陽光発電設備 

③ １０ｋＷ以上５０ｋＷ未満の屋根設置太陽光発電設備 

④ ５０ｋＷ未満の陸上風力発電設備（リプレース案件を含む。） 

⑤ ５０ｋＷ以上１，０００ｋＷ未満の陸上風力発電設備（リプレース案件に限る。） 

⑥ ５０ｋＷ未満のバイオマス発電設備 
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⑦ ５０ｋＷ以上１，０００ｋＷ未満のバイオマス発電設備（農産物の収穫に伴って生

じるバイオマスのうち液体であるものを電気に変換する設備を除く。） 

⑧ １，０００ｋＷ以上２，０００ｋＷ未満のバイオマス発電設備（農産物の収穫に伴

って生じるバイオマスのうち液体であるものを電気に変換する設備を除く。）のう

ち、廃棄物の焼却施設に設置されるもの 

○ 法第９条第４項の認定の日が令和９年４月１日から令和１０年３月３１日までの間に

属する場合における特定調達対象区分等は、以下の区分等とする。 

① 浮体式洋上風力発電設備 

② １,０００ｋＷ未満の水力発電設備 

③ １,０００ｋＷ未満の地熱発電設備 

④ ５０ｋＷ未満のバイオマス発電設備 

⑤ ５０ｋＷ以上２，０００ｋＷ未満のバイオマス発電設備（農産物の収穫に伴って生

じるバイオマスのうち液体であるものを電気に変換する設備を除く。）のうち、廃棄

物の焼却施設に設置されるもの 

 

施行期日等 

 

○ 以上の省令及び告示は、令和７年４月１日から施行する。 

○ なお、これらの改正と併せて、再エネ特措法関係省令・告示について、必要な表現の適

正化等を行う。 

 

（以上） 


